
特定口座 NISA
（非課税口座）譲渡損益

個人の方が 上場株式等を保有・売却した場合の

平成26年10月
国 税 庁

この社会あなたの税がいきている

選　択
選　択

選　択

一 般 口 座 簡 易 申 告 口 座 源 泉 徴 収 口 座 非 課 税 口 座

上 場 株 式 等 の 配 当 等上 場 株 式 等 の 売 却

特定口座

ご自分で年間の
譲渡損益を計算

株式等に係る譲渡所得等
の金額の計算明細書

金融商品取引業者等が
年間の譲渡損益を計算

（特定口座年間取引報告書）（ ）

金 融 商 品 取 引 業 者 等 が
年間の譲渡損益・配当所得

（ 譲 渡 損 と 通 算 ）を 計 算
（特定口座年間取引報告書）

確　定　申　告
（申告分離課税）

確 定 申 告
（総合課税）

申告不要 非 課 税

・譲渡損と配当所得との損益通算
・譲渡損の繰越控除（３年間）

譲渡益×20％
（所得税15％、住民税5％)

（注） 平成25年から平成49年までの間に生ずる所得についての所得税の確定申告や源泉徴収の際には、この
　　 パンフレットに掲載の所得税のほかに、復興特別所得税（原則として所得税額の2.1％）が課されます。

・配当所得…非課税
・譲 渡 益…非課税

配当所得×20％
（所得税15％、住民税5％)

配当所得を含む
総所得金額

×累進税率※配当控除なし

※配当控除あり

所得税5～ 40％
住民税10％（ ） （ ）

（ ）源泉徴収
のみで終了

年間投資額：100万円上限
非課税期間：最長５年間
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